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今月の視点
日本の公的医療保険は撒き餌か？

常任理事　萬　　忠雄

　萩市沖の日本海では、本マグロが釣れる。マグ

ロを寄せるため、釣り師は 100 ～ 200kg のオキ

アミを撒き餌にする。もちろん毎回マグロが釣れ

るわけではなく、ほとんどは瀬付きの小魚の餌と

なる。おかげでそれまで小さくて売り物にならな

かった小魚が大きく肥り、地元の漁師さんからは

喜ばれた。

　最近のマスコミ報道によると日本の公的医療保

険制度の隙間を突いた一部外国人の不正利用によ

り、大切な国民の医療費が食い物にされていると

いう。これに対し、国は有効な対策はほとんど取

らず、労働者確保のため、2017 年 10 月現在約

128 万人いる外国人労働者を 2025 年までに、更

に 50万人超の受け入れを見込んでいる。まるで

日本の公的医療保険を外国人労働者確保の撒き餌

にしているのではと勘繰りたくなる。

　外国人による公的医療保険の不正利用は、日本

の健康保険制度と、住民基本台帳法の 2012 年改

正による新たな在留管理制度導入の隙間を突かれ

たことによる。つまり、合法的である。外国人に

対しての健康保険は企業で働く人（保険加入者）

と加入者に扶養されている親族（国籍や居住地は

問わない）が対象となる。留学生（偽留学生も含

まれる）や経営者が加入する国民健康保険は、従

来なら日本在留期間１年以上であった加入資格

が、日本に３か月以上滞在の予定があり、かつ申

請して日本の住民票があれば「加入資格あり」と

なってしまった。更に「高額療養費制度」を利用

すると、本国では到底利用できない良質で高額な

「癌の治療」、「Ｃ型肝炎の治療」等が、常日頃か

ら毎月医療保険料を納めている日本人と同じく、

例えば医療費が月 400 万円以上かかろうが、自

己負担は月数万円で受けられることになった。政

府が推進している医療ツーリズムの場合は、本来、

医療ビザで入国し医療費は全額自費となるもくろ

みであったが、最近では検査は医療ビザを使用し

て入国し、病気が確定したら一端帰国。後日、日

本での見かけ上の経営者となって国民健康保険証

を取得し、「高額療養費制度」を利用して安く治

療を受け、治療が終了すると会社を畳んで帰国し

てしまうとのこと。中国では「中国人が日本の保

険を安く利用できる」というサイトが数多くあり、

その方法を事細かく教えているらしい。さらに日

本の健康保険の扶養者であれば、日本国外で出産

しても、出産の証明書があれば（真偽不明でも）

出産育児一時金（42万円）が支給される。

　国の実態調査では、2017 年の１年間におよそ

1,600 人の外国人が、国民健康保険を取得後半年

以内に 80万円以上の医療費を使用していたらし

い。しかし、その中の不適切利用者の数は不明で

ある。現時点では、医療目的での入国をチェック

できる有効な方策がない。「入国後に病気になっ

た」と自己申告すれば、日本の公的医療保険が合

法的に使用できる。国は、厚生労働省保険局国民

健康保険課長が平成 29 年 12 月 27 日に、保国

発 1227 第１号にて「在留外国人の国民健康保険

適用の不適正事案に関する通知制度の試行的運用

について」を発出し、市町村国保が注意をするよ

う告示した。しかし本来は、この問題の有効な対

策と解決方法は国レベルの話である。制度、法律、

運用方法をしっかり見直すべきである。この件に

関しては国も日本医師会も対応に遅れ（むしろ放

置に近い）がみられ、外国人労働者を呼ぶための

撒き餌の一つに、公的医療制度を利用しているか

に思える。痩せるのはわれわれ日本人の大切な医

療保険財源であり、肥るのは目端の利いたずる賢

い一部の外国人である。
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